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緩和計画の主なスケジュール（4月 14日ベルギー連邦政府発表） 

 

＜4 月 19日からの緩和措置＞ 

 EU 域内の余暇や観光などの必要不可欠でない渡航（出国および入国）の禁止措置を終

了。域外との往来については、EUの制限措置が適用される（2021年 3月 10日付記事参

照）。ただし、不要不急の旅行はできる限り控えるよう引き続き要請。 

 教育機関の再開。 

 

＜4 月 26日からの緩和措置＞ 

 屋外で人と会う場合は、最大 10人までとする。 

 予約なしでの店舗への入店が可能に。買い物は、同世帯に居住する 1人の同伴が可能と

なる。 

 美容室などの身体的な接触を伴う非医療サービスを提供する店舗は、厳格な規則の下

で営業を再開。 

 

＜5 月 8日からの緩和措置(65歳以上の高齢者の 7割へのワクチン接種が完了した場合)＞ 

 レストラン、カフェの営業再開（屋外のテラスでの営業に限定）。 

 スポーツクラブ活動など団体での屋外活動の再開。人数は最大 25人まで。但し宿泊は

不可。 

 屋内での 12歳までの子供向けのスポーツ活動の再開。人数は最大 10人まで。 

 屋外での文化的、宗教的イベント（レセプションや宴会を含む）の再開。人数は最大 50

人まで。 

 屋外での遊園地の営業再開。 

 蚤の市や骨董市の開催。 

 現行の夜間外出禁止措置は、夜間の集会禁止措置へ置き換えられる。午前 0時から翌午

前 5時までの公共の場での集まりは、同世帯に居住する者、もしくは、3人を上限とし

て許可する。 

 2人（12 歳までの子供は含まず）までを家庭へ招待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/03/3750bf6b497ac332.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/03/3750bf6b497ac332.html



